
ライオンズマンション元住吉第 5管理組合

第26回通常総会議案書

(日 時〉 平成28年 11月 23日 (アk)

12時 00分～ 14時 00分 (予定)

(場  ア万〉 ANAイ ンターヨンチネンタルホテル東京 3階「ザ・ステーキハウス (個室 :ビオラ)」

(所在地 :東京都港区赤坂 1-12-33)

(次 第〉1.開 会

総会成立の確認

議事録署名人の指名等

議 題

２

　

　

３

　

　

４

第 1号議案

第 2号議案

第 3号議案

第 4号議案

第 5号議案

第 26期事業報告及び収支決算報告に関する件

共用部分の火災保険契約に関する件

AED導入に関する件

第 27期事業計画及び収支予算並びに

第 28期収支予算成立までの経過措置に関する件

管理組合役員改選に関する件   イ

5.閉 会

(当 日にお持ちいただくもの〉

1.本総会議案書



第 1号議案 第26期 事業報告及び収支決算報告 に関する件

事業活動及び収 支決算 につき、次のとおり報告いたします。

I.事 業 活 動 報 告 l事業期間 :平成 27年 9月 1日 ～ 平成 28年 8月 31日 )

1.理事会活動

今期の主な活動実績は以下のとお りです。

(1)理事会

①役員 (敬称略)

2.組合事業

任 期 :平 成 27年 11月 15日 ～ 平 成 28年 11月 23日

役 職 氏  名

理事長 竹内 郁介

副理事長 中込小枝子

理事 表 匡聡

理事 平川 洋

監事 石母田 豊

保守、清掃、工事等の組合事業については、以下のとお りです。

(1)保守 ・ 清 掃 等 実 施 状 況 (※ 下表の数字は、該当月の実施 日を、また○印は未実施を表 します。 )

項  目 頻度

第 26期

9月 10月 H月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

決算

消防用設備 (☆ )

機器点検 1回/年 9

1幾器点検 (再) 10

機器・総合点検 1回 /年 23

機器・総合点検 (再 ) 30

エ レベーター設備
保守点検 1回 /月 3 5 3 7 4 3 7 12 9 4

法定検査 1回 /年 12

定期清掃 (☆ ) 床面清掃 2回 /年 12 6

日常清掃 (☆ ) 日常清掃 4回 /週 0 0 ● ● 0 0 ● ● ● 0 ● 0

く特記事項 〉 ※日次、週次で実施しているものについては、0印で表します。

※☆印がついている項目は東急コミュニティーに委託している業務となります。



(2)工事等実施状況

①一般会計

実施時期 工事内容 金額 備考

平成 28年 10月 1)電子鑓制御盤交換調整作業 141,642円 小修繕費

②修繕積立金会計

(3)保険契約状況

①契約内容

a)マ ンション総合保険

【主契約】

実施時期 工事内奈 金額 備考

平成 27年 9月 1)大規模修繕工事 25,596,000円

保 険 会 社 東 京 海 上 日動 火 災保 険株 式 会 社

保 険 期 間 平成 24年 1月 1日 ～ 平成 29年 1月 1日

保 険 金 額 116,400千 円

保 瞼料 266, 510円 /5年 (53,302円 /年 )

保 険 会 社 東 京 海 上 日動 火 災 保 険株 式 会 社

保 険 期 間 平成 24年 1月 1日 ～ 平 成 29年 1月 1日

保 険 金 額 100,000千 円

保 険 料 47, 350円 /5年 (9, 470円 /年 )

【施設賠償責任総合補償特約】

【マンション居住者包括賠償特約】

く特記事項 〉保険料は、 5年分の銀険料を一播で支払つてお ります (5年計 623,460円 )。

Ⅱ .第 26期 収 支 決 算 報 告 除 計期間 :平成 27年 9月 1日 ～平成 28年 8月 31日 )

保 険 会 社 東 京 海 上 日動 火 災保 険株 式 会 社

保 険 期 間 平成 24年 1月 1日 ～ 平 成 29年 二月 1日

保 険 金 額 20,000千 円

保 険 料 309,600円 /5年 (61,920円 /年 )

会計報告書類 (添付書類 3～ 9買)を ご参照ください。

【主な収支の差異について】

①一般会計

(1)駐車場使用料 → 稼働が増加したため。

(五 )ネ ット設備電気料 → 予算計上金額の相違によるもの。

(五 )管理委託費→大規模修繕工事に伴い、実施できなかつた業務分を減額したため。

(市 )雑排水管洗浄 → 大規模修繕工事のため、見送つたため。

(胡 )修繕費 → 突発的な工事が発生しなかったため。

2

以  上



ライオンズマンション元住吉第 5

第 26期 貸借対照表
【一般会計】

2016年 3月 31日 現在

(単位 :日 )

3

科    目 金 額 科   目 金 額

【資産の部】

晋通預金 11,381189b

【負債の部】

未払金 51,13b

三菱東京UFJ東 京営業部 0817446

預け金 (金融機関)

11,381,89b

471,940

昇降機設備保守費

ホームヘ
n_デ

利用料

口座振誉手数料

前受金

36,000

8,640

61495

528,174

収納 UF」 銀行〕

収納 (三菱UF」 ニコス)

未収入金

可421120

329,820

61,700

管理受

駐車場使用料

専用庭使用料

トフ′ヽ
°
″エー使用料

7ン計基地局収入

アン計基地局電気料

数金

431,000

20,000

2,910

630

43.200

30,434

60,000

冒理費

雑収入

電話加入権

59,200

2,500

92,854

駐軍功取金

【剰余金の部】

剰余金

60,000

11,369,080

当期剌余金

前期繰越金

1,9′じ,′ Zb

9,390,355

資 産 の 部 合 計 12,008,389 負債 口剰余金の部合計 12,008,389

3258-F040  01-1



箕 26期 J又芝華層告書

【一般会計】

ライオンズマンション元住吉第 5

会計期間 :2015年 9月 1日 ～ 2016年 8月 31日

は、決算■ X100で算出し、小数点以下切捨てで表示しております。

予算ゼロで決算がある場合及び999%を超える場合には「****」 で表示しております。

4

(単位 !円 )

予 算 決算―予算 執行率 主な増減理由科   目 決 算

6,556,907 171,521 10211収入の部計 6,728,423

-1,224,995
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管理費

駐車場使用料

専用庭使用料

トフ′ヽ・カエー使用料

ネット設備電気料

自動販売機収入

アンテナ基地局収入

7ン予ナ基地局電気料

雑収入

受取利息

支出の部計

5,260,800

310,000

34,920

7,560

97,157

1201000

518,400

365.208

13.490

893

4,749,703

5,260,800

240,000

34,920

7,560

10,019

120,000

518,400

365,208

0

0

5,974,698

10111

10511

13311

100%

0%

100鴨

1411

5111

10011

1411

8911

2,783,160

1,037,180

19,735

124,692

0

432,000

141,642

51,348

106,920

14,400

38,626

2,734,560

981,600

14,766

124,692

336,960

432,000

1,000,000

1001000

106,920

1001000

431200

48,600

55,580

4,969

0

-336.960

0

-358,358

-48,652

0

-85,600

-4,574

管理委託費

電気料

水道料

損害保険料

雑排水管洗浄費

昇降機設備保守費

修繕費

組合運営費

ホームヘ
°―シ'和l用料

雑費

口座振替手数料

1,978,725 582,299 1,396.516当期剰余金

9,390,355 9,390,3bb 0前期繰越金

111369,080 9,9V2!664 1,396,516剰 余 金 計

■ 3258-F040  01-1



3258-F040

ライオンズマンション元住吉第 5
第26期 月別収支報告書  〔2016年 8月 31日現在〕

201 1 -201 8 31

切

8,640

3,173

2016/08

546 119

438,400

201000

2,910

630

10.000

43,200

30,434

500

337.335

233,280

53,673

2,569

36.000

307 068

233,280

25,826

００〇

一

３６

一

一

3.640

3,322

2016/07

644.193

438.400

30,000

2,910

630

87,119

10.000

43.200

30,434

1.500

8.640

3,173

2016/06

859 612

438,400

20,000

2,910

630

10 038

10.000

43,200

30,434

41000

379 721

233,280

96.086

2,542

36,000

2016/OS

545.574

438.400

20.000

2,910

630

10.000

43.200

30_434

406.608

233,230

89.723

36,000

22.536

8,640

13,320

3,109

630

101000

43.200

30.434

377.356

233,280

93.717

2.461

36,000

8,640

3,258

2016/04

555.574

433.400

30,000

2.910

381.545

233,280

100.431

36,000

8,640

3,194

2016/03

558.974

4381400

30,000

2,910

630

10,000

43.200

30,434

3,400

36,000

8,640

3.258

2016/02

556.223

438,400

30,000

2010

630

10.000

43.200

30 434

649

382.484

233,280

98.845

2,461

36,000

8,640

3.151

2016/01

556.074

438,400

30,000

2,910

630

10,000

43.200

30,434

500

379.159

239,280

98,088

8,640

3,215

2015/12

555.574

438,400

30,000

2,910

630

10,000

43.200

30.434

374.982

233.280

91.38G

2,461

36,000

555.574

438,400

30,000

2,910

630

10.000

48,200

30,434

401 325

227,880

96,842

36.000

28.812

8,640

3.151

2015/112015/10

549.363

438,400

20,000

2,910

630

10,000

43,200

30,434

3.590

199

521.190

227,880

92 252

7.241

36,000

141 642

11,880

1.080

3.215

8,640

2015/09

545,574

438,400

20,000

2,910

630

10,000

43.200

30,434

500 930

227 880

100.311

124.692

36,000

3.407

100男

969%

100%

100路

100%

■料 *

**半‖

79銘

101%

105Ч

133%

100%

10側

14%

51%

100%

14%

89路

執行率

102略

100%

129%

100%

87,138

0

0

0

13.490

893

…1 224 995

48 600

55 580

4.969

0

-336.960

0

-358,358

-48.652

0

-35.600

-4,574

1 396_516

0

1 396 516

決算―予算

171 521

0

70,000

0

0

240,000

34,920

7 560

10,019

120.000

513.400

36S.208

0

0

5 974 698

2 734 560

981.600

14,766

124,692

336,960

432,000

1.000.000

100.000

106,920

100.000

43.200

582 209

9.390.355

9.972.564

当期予算

6.556,907

5.260,800

8月 末決算

6 728 428

5,260,800

310.000

34,920

7,560

97,157

120.000

518,400

365,208

13.400

893

4 749_703

2,783,160

1,037,180

19,735

124,692

432,000

0

141 642

51,348

10S,920

14 400

38,626

1_978 725

9 300 355

11 369 080

科  目

収入の部計

管理費

駐車場使用料

専用庭使用料

ルーフ′ヽ・″エー使用料

ネット設備電気料

自動販売機収入

7ン手ナ基地局収入

,オナ基地局電気料

雑収入

受取利息

支出の部計

管理委託費

電気料

水道料

損害保険料

昇降機設備保守費

雑排水管洗浄費

修繕費

組合運営費

雑費

ホームヘ
°―シ・不il用 *|

口座振替手数料

当期剰粂金

前期繰越金

剰余金計 中



【確 釈】

《収入の部》

雑収入 2015年 10月

2016年 01月

03月

06月

07月

∩食口

資源回収奨励金

駐輪ステッカー代

理L輸入予ッカー代

資源回収奨励金

駐車禽ステッカー代

玄関扉シリンダー代

毒主輪入予ッカー代

Eと也金又予゙,"―役

3,090円

500田

500円

2,400円

1,000円

41000円

1,500円

500円

《支 出 の 部》

損害保険料

停彗費

組合通曽霊

経費

13,490円

クols生oo日 皇Fマ ッ`シウ 俣 陰

ク015年 10日 雷伍鯨制御韓奎祖鵠格作業書

2015年 11月 定期総会会場代

2016無 05月 理墓会会賜代

2015年 10月 振込手数料

2016年 05月 理事会交通費

理事会交通費
理 き 会 奪穏 書

124_692円

124,692円

141.642円

141,642円

28,312円

,ク Sa6円

51,348円

1,080円

2,480円

1,560円

9280円

14,400円

0ヽ



ライオンズマンション元住吉第 5

第 26期 貸借対照表
【修繕積立金会計】

2016年 3月 31日 現在

(単位 :円 )

7

科   目 金 額 科   目 金 額

【資産の部】

普通預金 5,1501265

【負債の部】

前受金 181,820

三菱東京もFJ東 京営業部 0817459

城南信金 元住吉 0521929

定期預金

5,054,′ 63

95,502

10,000,000

修繕積立金

【剰余金の部】

剰余金 15,175,225
城南信金 元住吉 0566950

預け金 (金融機関)

10,000,000

184,940 当期剰余金

前期繰越金

-23,3/2,8′ 1

38,548,096収納 (三菱東京UF」 銀行)

収納 (三菱UF」 ニコス)

未収入金

551430

129,510

21,840

資 産 の 部 合 計 15,357,045 負債・剰余金の部合計 15,357,045

3258-F040  03-2



第 26期 収支報告書
【修繕積立金会計】

ライオ ンズマンシ ョン元住吉第 5

会計期間 :2015年 9月 1日 ～ 2016年 8月 31日

は 、 ■予算 X100で算出し、 以下切捨てで表示しております。

超える場合には「料料」で表示しております。

(単位 :円 )

決算―予算 執行率 主な増減理由決 算 予 算科   目

31849 100112.223,129 2,219,280収入の部計

100鴨

100%

****

25,596,000

21219,280

0

0

0

3,849

25,596,000

2,2191280

3,849

修籍積立金

受取利息

支出の部計

100%25,596,000 025,596,000大規模修繕工事費

-23,376, 720 3,849-23,372,871当期剰余金

38,543,096 038,548,096前期繰越金

15,171,376 3,84915,175,225剰 余 金 計

予算ゼロで決算がある場合及び999%を

8

3258-F040  03-2



3258-F040

ライオンズマンション元住吉第 5
第26期 月別収支報告書  〔2016年 3月 31日現在〕

計 201 9 1日 ～ 201 31日

184,940

19

2016/07

184 940

184,940

2016/06

184,940

2016/OS

184 940

184・ 940

2016/04

184,940

184,940

2016/03

184 947

184,940

7

2016/02

185.521

184,940

581

2016/01

187,331

184,940

2.391

2015/12

184.940

184.940

2015/11

184.940

184,940

2015/10

185,783

184,940

843

2015/09

184.948

1841940

8

25.596.000

25,596.000

執行率

10011

10011

韓

100%

100粥

決算―予算

3.849

0

3.849

0

0

3.849

0

3,849

当期予算

2 219 280

2.219 280

0

25 596 000

25.596.000

-23,376,720

38.548,096

15,171 376

8月 末決箪

2.223.129

2.219,280

3,849

25,596.000

25,596,000

-23 872 871

38 548.096

15,175.225

科  目

収入の部計

修繕積立金

受取利息

支出の部計

大規模修繕工事費

当期剰余金

前期繰越金

剰余金計

0ヽ



発行配    35547

2016年9月 9日

ライオンズマンション元住吉第 5管理組合 御中

預貯金通帳等の保管状況について

2016年 8月 31日 現在、貴管理組合よりお預かりしている通帳及び証書等は、下記のとお りです。

記

株式会社 東急コミュニティー

神奈川支店

以 上

血 会計燃分 靭 支唐 口嘲 影懇 口盛警尋筆 議線露

1 積立金会計 城南信金 元住吉 普通預金 通帳 521929

2 積立金会計 城南信金 元住吉 定期預金 証書 6-566950-1 2018年 1月 22日
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発行配    29624

2016年9月 16日

ライオンズマンション元住吉第 5管理組合 御中

保険証券等の保管状況について

2016年 8月 31日 現在、貴管理組合よりお預か りしている保険証券等は、下記のとおりです。

記

株式会社 東急コミュニティー

神奈,11支店

以 上

腱 保瞭名称 観尋番脅奪 保険会社 代理唐 契約満了露

1 新マンション総合 4753680343 東京海上日動火災保険俯 東急保険ヨンサルティング棚 2017年 二月1日
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第 2号議案 共用部分の火災保険契約に関する件

当管理組合では、共用部分の火災保険に特約 として、 「施設賠償責任保険」と「個人賠償責任保険」を付保 して

お ります。

昨今、各保険会社にて保険料収入に対 して支払い保険料の割合が増加傾向にあることを踏まえ、保険料率の改定

が行われてお ります。特に個人賠償保険につきましては、築年数を経過 したマンションにおいて給排水管の老朽化

に伴 う漏水事故の増加により、多額の保険金が支払われていることから、改定率が非常に大きくなってお ります。

本料率改定により、当管理組合の一般会計の収支状況が悪化 してしま うことから、複数の保険会社より見積 りを

取得 したうえ、保険料および補償内容の比較を行い、七ダJり 替えを視野に入れ検討を重ねて参 りました。

また、当マンションの特徴として、賃貸借契約を締結 している住戸も多く、そのため、賃借人の方が入居する際

に不動産仲介業者から専有部分に掛かる火災保険を付保することを条件 とされていることが大半であると想定され

てお ります。専有部分の火災保険においては、こぼし水 (例 :洗濯機の排水管が外れ、下階へ漏水 した。 トイ レを

詰まらせてしまい、下階へ漏水 した。など)な どによる損害を填補するため、個人賠償責任保険を特約 として付帯

していることが多くあると思われることから、共用部分の火災保険の特約から「個人賠償責任保険」を削除するこ

とも検討いた しました。

しか しながら、万が一、専有部分の火災保険の特約 として「個人賠償責任保険」を付保 していない住戸にて漏水

が発生 し、加害者が被害住戸の損害金 (内装復旧、家財損害等)を支払 うことができなかった場合、被害を受けた

住戸の居住者が長期間に亘 り生活を営むことができなくなる可能性が懸念 されることから、「個人賠償責任保険」

を共用部分の火災保険の特約から削除することは見送ることといた しました。

現在、当管理組合の火災保険は東京海上 日動火災保険と契約を締結 してお りますが、前述のとお り、大幅に保険

料が増加することから、東京海上ホールディングスの傘下である日新火災海上保険会社が展開する「マンション ド

クター火災保険」による診断を行つた結果、現行の保険料 と同等程度の保険料負担で契約を締結することができる

ことから、日新火災海上保険株式会社に契約先を変更する運びとなりました。

つきましては、以下の内容をご確認のうえ、ご承認下さいますようお願いいたします。

1.契 約 先

日新 火 災海 上 保 険株 式会 社

2.保険契約期間

平 成 29年 1月 1日 か ら平 成 34年 1月 1日 ま で

3.保険料

金 587,580円 (5年 間 )

※ 1年 あた りの保 険料 :117 516円

4.特記事項

①管理組合が特約として付保している「個人賠償責任保険」は、加害者 (入居者)または組合員 (オーナー)

が「個人賠償責任保険」またはそれらに類する保険に加入していなかった場合、被害を受けた居住者のリスク

を保全するために付保しております。組合員の皆様におかれましては、賃借人の方へ個人賠償責任保険の付保

をご提案すると共に、ご自身におかれましても階下への漏水等が発生した場合の損害を填補する保険にご加入

くださいますようお願いいたします。
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②管理組合が特約として付保している「個人賠償責任保険」にて保険金が認定されなかつた場合。または、損

害額と支払い保険料に差が生じた場合は、賃借人または組合員の皆様のご負担にて損害賠償金を負担していた

だきます。

③故意・過失によつて発生した賠償については、「個人賠償責任保険」が使用できない場合がございます。

5.添付資料

①見積書

② 「マンション ドクター火災保険」パンフレット

以 上
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ライオンズマンション元住吉第5管理組合御中
平成28年9月 15日

(取扱代理店)

ン・ェイアント
・エス保険サーヒ`ス株式会社

横浜支店 (担当 多加谷 )

TEL 045-661-1351

(引 受保険会社)

日新火災海上保険株式会社

敬具

マンシヨンドクター火災保険のご案内 (日 新火災 )

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、先般メンテナシス状況の診断をさせていただきました下記の物件につきまして、ご案内を作成いたしました。

つきましては、内容をご高覧の上、何卒ご採用賜りますようお願い申し上げます。

【基本情報】 【御見積】

【ご注意いただきたい点】

記

保険始期 1

物件名
'イ

オンス
コ
マンション元住i吾第5

所在地 神奈川県

梧遣級別 M梧遣

面 積 1,514.80m‐

用 法 共 同 主宅

総戸室数 60戸窒

店舗戸室数 0戸室

建築年月 平成2年 8月

保険の目的 建物 (共用部分 )

診断点数 53

プラン

保険期間 5年間

お更払万法

建物評価額 116,400千円

付保割合 100,00%

保険金額
(火災保険)

116,400千円

保険金額
(地震保険)

なし

基本補償内容

火災、落雷、破裂・爆発 O
風災・雹災・雪災 O
水災(定率払) X

盗難・水ぬれ O
破損・汚損等 O
事故時諸費用 O

主な特約

個人賠償総合 (3,000万円)

建物管理賠償責任補償特約 (1億円)

水濡れ原因調査費用補償特約 (100万円)

保管物賠償責任補償対象外

残存物取片付け費用補償特約

修理付帯費用補償特約

基本保険料 280,520円

地震保険料

特約保険料 307,060円

(特約困訳)個 人語便総合

(特約内訳)建物管理賠償 124.51 ,0円 )

合計保険料 587,580円

風災・雹災・雪災 (実損払)

水災(定率払)

損害額が30%未満の場合段階的な
お支払いとなります。

破損`汚根等 自己負担額は3万円となります。

事故時諸費用 損害保険金の10,6(100万 円)限度。

水蒲れ原因調査費用
補償特約

支払限度額は1年間に100万円が限
度となります。

14
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マンション共用部分用火災保険 ウ
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因霊隠霞

日新火災

15年 10月 新設

良質な「管理」に対して、割安な「保険料」を
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建築年だけで保険料が決まる火災保険に晉加入の場合…

建築年が違うだけで

火災保険の保険料は

こんなに違うのか。"

策10年   類25年

マンション管理ととは

マンションの住環境の維持`向上を目的として、マンンコンの管理の通

正化の推進に関する法律に基づいて創設された国家資格です。全

国に資格者がおり、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大

規模修繕等の建孝勿構造上の技術的問題などとこついて、主に管理組

合の立場でマシンョン管理に関する様 な々問題の解決をサポートして

も`ますし

うちのマンションは、

きちんとメンテナンスをしてきたのに

建築年だけで保険料が決まって、

毎年保険料が上がるのは

納得できない!
p

iOメブ子ナラテIr 0メンテナンス:

ロホマンション曽堰士金連合全とは

国や関係団体との連絡、協力をとめながら、マンション管理士制度の

普及、周知に努力し、マンション管理の適正fとを目指すことを最大の

目的として、平成19年 12月 10日に設立された全国のマンション管理

士会の統一組織です6

0

〒う〕ョ許岸露れ
因園阻 な ら

メンテナンス状況の診断結果に応じて
火災保険料を決定しますゴ

だから を実現 r

における診断結果に基づき、割引が適用された場合

とlよ?

―餓社田法人日本マンション管理士会連含会が実施するメンテナンス状況の診断サービスです。

盛

20年

観安
*

′マンシヨン野野簿だ/才β癖プ。ビスi

g覆題r乞働簿す
「

ごズゴ

メンテナンス

診断マンション管理士力1無料でメンテナン

ス状況を診断します。

■ B■
■ ■ B●
■ BB■

状況を診断

無料す
律oこれt

診断レポート

診断結果は「診断レポート」として無料で

B挺供します。

無料「
polnt
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紳 鰯 ガ‐ごЯゴ
‐

お申込み手順

専用の診断依頼書をFAXで送信。ヽンフレツトR10参照)

日本マンション管理士会連合会ホームページ

(hipア/www.nikkanren.org/)か らも

直接お申込みが可能です。

日本マンション管理士会運合会の診断マンション管理士

から連絡がありますので、診断実施日をお打合せください。

診断実施 共用部分の確認なので、各区

分所有者の専有部分に立ち入

ることはありません。

マンションドクター火災保険をど契約いた

だくかどうかにかかわらず、今後のマンショ

ン管理に向けた改善点等のアドバイスを記

載した「診断レポート」をご提供いたします。

‐ ｀

レポート
のご提供

無 料

予めご用意ください。

』①笹理規約、使用細則等の細則集

盟①長期修警計画

簡O絡会議事録

嘲④管理委託契約書

lvJ10工 事報告書

伏鵬 傷工事報告書、こ倉η蝉 告書、願 謝

日③特殊建築物等定期調査報告書

図⑦竣工図書一式

(設計図書―式)

諄①消防用設備等点検結果報告書、

結果燃括表

躍③保険金請求書類一式

、′①診断内容確認書
勧 マンション管理士よりお渡しします。)

と ま の で※ 断 |こ |よ 下 の

診断時に必要な資料

無  料

B“ 重

■ 日 ■ ■

■ 日 ■ ロ

※診断有効期限tよ 、築20年 未満のマン

ションについては5年、築20年以上のマ

ンションについて1よ3年となります。診断

有効期限内は、再度診断を受けることは

できません。

※ は予告なく内容を変更・終了することがありますので、あらかじめご了承ください。

〒許請ョ許絆冒冒迪
因園阻囲 お申込み手順

における診断結果に基づいて、

弊社代理店より保険料のお見積りを提示します。
※診斯結果によつては割引が適用されない場合があります。

学
マンションドクター火災保険をご契約いただくかどうか決定

していただきます。
※診断を行つた結果、お引受けできないことがありますので、あらかじめど了承ください。

による診断を受けない場合、マンションドクター火災保険にご加入いただくことはできま

B

シヨン割 配 区 腱謗騒グ‐重スと

せん。必ず事前に診断を受けてください。
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補償について

ll・ 1唯

「マンションドクター火災保険」はマンシヨン

生活を取り巻く様々なリスクを補償します。

嵐

基本補償 違亀剥:隷 懸躍剛 量遼μ
セツHこなつてし

聡

*マンションドクター火災保険では、「風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約」、「溶難,水縮れ等危険補償特約」および「事故時諸費用補償特約(10°/。払)Jが
自動セットされます。

賠償責任に関する補償

事故時諸費用
基本補償および破損 ,汚損等の損害

保険金をお支払いづる場合、事故Btに

化する費用を補償しますっ損害保険金

の10%を お支払いします(100万 円

が限度となります。).
盗 難

囲

9
募

,T皇擾ωよ〕・集団行動・

労働争議に伴う

暴力行為・破壊行為

給排水設備の
事故による水ぬれ

Δ 結排ンJ(設備自体に生じた規書は
補償の対象となりません。

姦

建物外部からの
物体の衝突等

風災・雹りよ〕災・雪災
による損害

■)綴書顔が釣 万円以上の場台に補償します。

破裂・爆発

、  こ  ′

ヽ
　
ゝ

ヽ /

/ ヽ

ヽ

落 雷

一　

イ

火 災

財産に関する補償

次のいずれかに該当する事故により、他人の身体1こ障害を与えたり、他人の財物を損 要ゝしたことにより法律上の機書賠

使蓑任を負つた場合の損害賠捜金などを構使しますc

eマンシヨン共用部分の欠陥等に起囚するキ男然な事散

●マンション共用部分の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に通因するイ馬然な事故

建物管理賠償責任補償特約
ヽ 1

補償内容
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i―文災だけでなく、自然災害やその他の様々な事故を幅広く補償しますす0
1建物本体の共用部分に限らす、建物以外の構築物(掲示板・自転車置場等)も補償します r

■管理組合および各区分所有者個人の賠償責任も補償します。0

オプション 以下のオプシヨンを選択いただくことにより補償を追加できます。

0

島
Ｔ
補
償
範
囲
を
拡
大
…

△ 下表の損害割合に応じて保険金をお支払いします。

水濡れ原因調査
費用補償特約

ヤンションにおいて水府れ

ま「文が発生した場合に、その

原因を調査するために必要
な費用を補償します。

>支払限度額(保険年度L4と〉…100万円

地震による火災、損壊、流共などのi員

害は「マンションドクター火災保「貞」だ

tすで1よ 補償の対象となりません。「地

震保険」をあわせてこ契約ください。

破損・汚損等

1自己負担額は3万円となります。

保険の対象となる機械設備・装置の例

設燒名称 犠繊設幅 装置

温風賎房機、ボイラ付属装置、冷凍機等牢調設備

霊気設備 照明器具、アンテナ設備、火災報知設備等

給排水,衛生・消火設備 総水設備、給湯設備、衛生設備、各種消火設備 等

昇降設備

その他の設備 自動ドア設備、シャッター設備 等

駐車機械設備 駐車機械本体、ターンテーブル 等

,ヽ lT,特 れら1黒 1袋の点1棄は 確1/載 情・■琶← うち とめイ14〕 にだいるアンショ

I分 兵鳴部■にけ岳ずξ Fi ttε
=午

,姿 董とな!Jま す 言す千い
'承

軒ス1代 1豊
「Fよ

t工耳社にと|ミ ■ (Iど 卜■

個人賠1賞責任
総合補償特約 (曼痛用)

「1常生活において発生 (ッた偶然な事故またlよ 居住用戸望の所

有 使用 管理に起関する鶴然な事故によつて仙人の身体に障害

を与えたり、他人の財物 (他 人からの信用物を除きます。)を す口

壊させたことにより法律上の損冒賠償責任を負つた場合の損

害賠償今などを補償 tフます。

*マンションドクター火災保険では、個人船俗責任総合補償特約 (句し括契

約用)をご選択いただいた場合、保管物賠償責任補償対象外特約も自

動セットされます。

水 災

器 マンションの共出部分に付

属する機械設備・装置に牛

じた電気的・機械的事故に

よつて授害が生に,た 場合、

損害保険金をお支払いし

ます。

工自己負授額は
3万円となります。

エレベータ 等

電気的・機械的
事故補償特約

醜
地震保鋒綿0

地震が原因の火災 地震が原因の
損壊`埋没など

地震が原因の
津波・洪水などの水害

嵐

財産に関する補償

の損害額が新価額の30〔 /。以 子のとき

0に該当しなしヽ場合で、
保淡の対象である建物
が床上浸水または地盛
面より45cmを超える浸水
となつた場合

②損害顕が新価額
の150/o以 上30%
未滴のとき

0損 害額が新価額
のЮ%未所のとき

お文7、いする保歳金の舶授書割合

長書額鰈 快金額力戦 f雪〉

イ只険金額
X19。/o

保険全額
X5%

費用に関する補償 賠償責任に関する補償

地 震 保 険造Eによる
火銀や
曲 は違■
保臓で r

19



地震保険について

地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、流失などの損害は、「マンション

ドクター火災保険」だけでは補償の対象となりません。「地震保険」をあわせてこ契約ください。

地震が原因の火災       地震が原因の損壊・埋没など     地震が原因の津波・洪水などの水害

地震保険のお申込み

地震保険だけではこ契約いただけません。「マンションドクター火災保険」などの火災保険にセットして地震保険をお申込みください。火災保険
のと契約備に地震保険をと契約されなかつた場合でも、火災保険の保険期間の中送から地震イ呆険をこ契約いただけますので、希望される場合
:こは取扱代理店また1よ弊社までこ連絡ください。なδ、地震保険はこ希望されない場合を除き、こ契約いただくこととなつておりますぅと契約さ
イRない場合li矢 、申込番の「地震保険こ確認欄」にこ捺印ください。マンション共鶏部分への地護保険のこ契約につきましては、各区分所有者への
地震保険こ契約意思確認が必要となります。

0お支払いする保険金の額
お支払tヽする保険金

建物の地震保険金額の全額〔9きl面額が限度〕

建物の地震保険金額の50。/。 〔欝価額の50%限度〕

■ 一部損のとき 1建物の地震保険金額の5°/。 〔時価額の5。/。限度〕

§鶏 辱懇暮辮 ξ基鋼 ユ闘 協瑚 選 纂で駅
藤

0保険金をお支払いできない主な損害
●地震等が発生した日の翌日から1ド算して10日を経涸した後に牛じた擦害 など

※お支払いする保険令 lぶ 、1回の地窪寺による襲吾保険会社
全軍上の支払保険金総額が/兆ドコを超える場合、箕出された
支払保険金総額に対【ナる′兆円の郵1合によつ、

‐
削減される

ことがありより(POIも 年4月 現在)。

※大将こ標地震対策持別拾瞳法に基 づく警減重言が発令さ力、た場合、

その地境に所在する建物につ〔くまt′て(ホ地震保険の新規契約ま

たは増霞契約 tぶI=k約 (′ たヽだけませんので l~注 意ください。

損害の程度

全,罠のとき

半損のとき

つて地震保険のこ

地震保険の対象となるもの 地震保険の保険金額

1世帯(地震保険の補償の対象となる方)ととの地震保険の保険命額は、に秦物の専為部分とすヽ用部分とあわ

せて5,OOO万円を限度に、次の算式によつて設定いただきます。また、マンション共用部分の地震保険の保

険金額は、R世帯(地震保険の補償の対象となる方)ことの地震保険の保険金額を合計した艇となりますn

艦慈秘選彊華受疑亀労=             x義 憲
持分x 30～ 50%

地震保険で 1よ 、居住

用の建物が保険の対

象となり、店舗や事

務所等のみに使用さ

れている建物は対象

となりませムプ。

こつしヽて

地震保険には、建物の免

震・耐震性禽鋏こ応じた保険

料の割引制度が〔
~ド
ざしヽ未

す。割SI適用の際は、所定

の確認資料のこ提出が必

宴です。なお、本剣引は確

認資料をこ提出いただい

た日以 ll年 について適用し

ますc

※代表的な確認資料となり
ますので、詳細につきまし
ては、弊社代理店試たfよ弊
たとよで心「υtttヽ 合わせくだ
さい。

割引名(割ヨ1率 )

建築年害」引
(10%)

耐震等級割引
(等級に応じて

10%,30%・ 50'6)

免震建築物割君
(500/o)

面す震診断割引
(Л O°ンも)

住宅の品質確保の促進等に関
する法律、または目上交通省の
″める「向J窪診鰤11と よ′./1耐震
等イ・汲の訂 I誦指針Jに基づくR卜l震

等級を有にンている建物である
こrい。

住宅の品質五
『

保の促逢等に関
する法イヤI「 基づく先震建癸物
であるtrと。

地方公共同然守による耐震診

断 耐震改修の結果、改正鮮築
基準/ム に基づく耐震基準を為

|メだす建インノ」であることぅ

割引適用条件              必要 よ́確認資料差

昭]Π 56年 6月 二日以降lt朱F築 伏的機関等が発行する適用栄書を確認できる書類(「建物登
された建物であることぅ    1記簿騰本」、「建築確認吾」等)

①住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく『建設住
宅性能評価書ど、「共用部分検査・評価シート」、「設計住宅
性能評価書」

②「面1震性能評価書」lml嬢等級割引の場合に限ります。)

③登録住宅性能評1面機関が作成した「李支術的審査適合証」
④以下の2つの書類(Я のみの場合は耐震等級割引(30。/o)

が適用されよす。)

a辰期優畏住窮の営及の促輩に関する法律に基づく認

『書類 (「認定通剣書」、認定長期優良住宅であることが確
認できる「住宅用家屋言正明書」、脇 定長期優良住宅建築
証明書」等)

b「耐震常級 iまたは「免震鮭染物 |であることの確認でさ
る臨蠣1内容説明書」等

①師1農診断の結衆により国土交通省の定める基準(7成 i8

年四十交爵省告ァJ、第185号)に連合することを地方食共団
体等が証明tノた書類

り耐震診断・耐卜J震散修の結果により減税拾芦を受IJるための

証明善(「耐礎基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」等)

E
|: 1■ r■ I● :」

「 「

「i■  | ■‐
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保険の対象の範囲など

保険の対象の範囲
付属施設も補償の対象に含まれます。

マンション建物の本体の共用部分(玄関ホール、屋外階段等)に限らすⅢ、建物に直接付随しない付属建物や設備、構築惨などの共同部

分も保険の対象として補償されます。

保険の対象の一例
震上

外灯設備

塀
自転車置場

フェンス

―

水遭引込管

排水設縮

「■ r i4■ 、

0建物の評価は新価基準によつて行います。

Oマンション共用部分の評価額lJ:、 一般的に壁真基準の場合は全体

の評価額の400/o程度、上塗基準の場合は600/o程度とナびります。

共用部分と専有部分の区別については、管理規約等でこ確認くだ

さい。

※乃が一の事故によつて修理をしなければならない場合に備えて保険金額tよ評価

額い―っばいで設足することをおすすいしciすが、こ希望により、評価額の範囲内

(訂 l面額の200/。 ^′90γ。)で設定しヽただくことができます。この場合、修理等を

行う
`こ

あたづc~とョ己負孝8が生じることがありますのでご注意ください。

→

駐車場圏

評価の方法 保険金額の決定方法

評1面 額が21奮円の場合 保嘆金額は2億円て設定します。

保険期間と診断有効期限について

マンションドクター火災保険においては、築年数ことの5つの区分に応じて、

保喚料

最長 S年まで

▲

V

E]T→ :童 四口四Wが異なります。

最長 3筆まで

診断実施日より3年間有効

*

診断橋黒キの有効鶏眼

診睦汗結果
(に

応

じて、保険料の割

引を行います、

Point

基本保険料

築年数区分 新楽 ヽ S年共溝 10笙 ～ 15年末滴 15年 ?ヽ0年 末局 20年 以上ら年 引 0年末潟

保研奥期間

輛 診断実施日より5年 P翻有効

21
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圭な補償内容

「マンションドクター火災保険」の
主な補償内容

,と はオプションです。セットいただいた場合のみ補償されますのでこ注意ください。

国はこ契約内容により自動的にセットされます。

はマンションドクター火災保険に自動的にセットされます。

保険金をお支払いできない主な場台・損害など保険金をお支払いする場合と保険金の額(限度額)

基本補償(警通保険約款)

)こ 凝、遠雪、載裂孝そIよ澪発〔気休またな蒸気の急歓な膨置を●う《壊きメれまイの現象ヤしヽt｀ます。)

:零幹全額を韻度として支輩→擬善後をお支払い フヽまジぅ
|

風奨・雹(ひょう)災。雪災危険補償特約
風夢とfむ互、竜奉、軍嵐等,・ 雹(ひょうユ:た

。雪変〔表蓋、蓋崩 (なだれ
'■

Ⅲ子〔ょり、緩どの額がゼC万零
蹴三となつた場合
1保険今疑を限痘(■ ンて実障の換雪額をお■;れ し`よ▼.|

す、1水災危険補償特約(定率払)

台風、暴員雨など

'ご

よる半求・1岳輝・土静磯れ・基為等の水おii『 よる捜雪●工没手、友●(今～Of
該当する場合:こ 、三表の捜きヨJ合 た慮じて保険金をお更払いします。

橿善部:合

0損害額が新価額の31笠〕Цttf)とき

|     お更仏しヽする保険と,多宝貝

1損害額 f保険令須が暇嘗〕

″ミての繰奈全た共浮わ準項

0と貿れ者や技保険をまた,よ これらリカ¢求
=t4入舎墳憲としくな重人な過欠または法令

建反

つ転争、お」者jぞ 命にこイとらtt ttr以の事変Jた lュ暴
軌|こ 志る換害

:〕堕磨、噴大またはこれう|こまる岸減:(二 よる検琴

命核身料物賓≒に達どする
=故

による損去

0理、下、吉、在、砂塵そご)イとこ′■らf(‐ 巣するキゥつ
の選嗚 生ヨ

`7＼

●吹込み、

'ヨ

込みまたすよ弩入に
よつて4Lこえr害

む攻の1,ヽ す11● Iと核と,‐るよチこ害
B漂隻の対象の欠陥
biポ隣の対象の≧雰の

'再

猛キ〕しくな劣メ「,ぎ ■
iょ七負たよる隻色、食負、(Iび、心`こド、腐淑、
宦食、|ミ食、ひび君1れ、景」がれ、‖i覇ち、発解
もしく|よ 自然発熱の振七そ fつ 勉類,の旧童

tね ゲみ食、,｀ 、■食い4
〔,保険【わ対象つT市の使用または首理任おいて
鴻常■t〉 得るすり瘍、かき傷、|^刊 の素がれ之
ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の慣
傷ょ

‐
デ,は ,七損であつて、保1資の対象ごど1ど 、そ

の保険の対象が有つる機能の喪失また
'ユ

低下
を■んない損害

G保執料の慣1灰 前に生じた事故による渓吉哄 険
■の機収につtマ特毅の■めのある場合を眸き
ます(Ⅲ               など

⌒難・水岸れぞ危験摘復持得

0ひ父4j葛 主た,よ禁保険宮づpr有 また|よ運転す
る車E・ 積載物の衛交また,▲ 接ら中によるri害

なユギ

≠輩歪・デ士摸守危碗機娘持拷

0た押え、増R丘、没l又奪、十■言アilよム共に1体の公
権力の行使によつて牛(|そ損害

0+地の比下、事勘ま用
`ヽ
降起による卜書 な′

X二急Ft)～ tiは、下a己 費用環嗅金、その鮭■,|キ

箸ヽ こついても可様にお支払も`できまセん。

財
産
の
補
懐

響瑣金静 X lO〔る11匝▼)■
改につき、1致 ,と 為子とに

'OG万
円か

'度
)

保険金領 Xぢち (1口 J,ヨ 才
に,き 、1敷地内どと

'こ

ICC

プj円ざ熙蔵Ⅲ

r注 )君色の周t(二
′近する部分の床を紹スあ漏水をいい声す。なお、「藍 l■すよ、畳欺言モiよ積 l帝十の F

ヤ)のを、′`tナ 、`十Fョ弓、アイ
'■

鋏 オ除きますこ
ifキ′)床盛が地播直よリドにある場合はそのよ顧をいこiよ‐

ジ9

盗難・水濡れ等危険補償特約
勘 引部う`llの物体の落 卜、飛末、鶴突等

拌排水講れt〔:生●上■数または1ごとFkの戸室で生じた事故による氷ぬイとi俗将二本設輪ヨ休tと生じ
た歪害な除き求夢。う

謀褒 (0ょ う)、 労働拍議など
'ョ

十う票九行か,・職章 ,こ燕

盗華たよ書て
'泉

険の対象に生じた盗ロノT、 長傷またtよ1号要

1保謗全装を限,=と して交際の崇害額をお受″と`しまり。

l子破損・汚損等危険補償特約

基本補償 (遇 通保険亀数)、  民と(・琶 (ひょう)災・舌災危険補償特 l・ _、 盗難・/k縮み等危繊
構僕特T子および工[よズゝ ●/壮員!か )袈尭的な事故

11図つ亨読に [ユき、保資の対象である建物の換審のτナ
Jヽ
ιぅそオ1ぞ 1｀ 式己員l日額 (3万旺|を二tィ!|

いI畿を環検全禁″艘度を(フ てお立す/いしよう。

事故時諸費用補償特約(10。/o払)

基本荀償 (送 迪保険為秋,、 月:(・ 雹〔ひょう,二t,雹 災ゑ践構瑣特狩、 盗益・メk澪イ:寺危雙
福営率約おょび■分事故にて年_:堰害保険金が支払十〕

'れ
るJれ 今

e操事保瑣令の11%て相■する鋲を、司の事故につと、1敷地内ごとにiCO万 円を限度とI´ ご
お安払tヽ 1,す Oc

(け 損害の機∫新蜀額のア0%,〔上i『 なつた場合,よ、上何己01f上棄とに′て湧彗保険金の10%tt lヨ

当おる争オ、1回C事該,こ つき、t該 地内こと|『 PCO万 焉を狼度ととてお支払いと′ます゛

損害防止費用

基本補償 (当 戸摂険約数)の事故trょ る!ミ害の発■責」と,法チ,と 入の防 卜の

'=め

1子 ,こ 要求Iは角
益な費澤を圭,11し た場合〔,竜 ★|と動¢∴めた費|も とす 消Ⅲく薬吾1等の1れ 取僑当生、iキt舌動に侵
f~t´ たた場:『損儒した物の却ケ理費用または再取得費用等)

1実際
'こ

支農じた贅十Jを必_1支払ッヽ`します。
:

孝i水濡れ原因調査費用補償特約
ギレションにおいて水濡)l事故が発生 tナ メ[場合に、その兵囲調査tr要する必要かつた 卜ヽな費用
を補償と́すアゥ

0'=該 当i/な い場合 O損善兼が新征額 |

で、P検の方象ごあ ′ の 5%」 i SO%|

二紳
勢 予

蠣 絲 ョ

保険全は0と0
を合わせ、 回
D事故た

‐
つ■、

l獣堪内ととに

'00万
円がすャ度

資
用
保
険
金
等

|

|

保険期青 1を部こて100カ圧を限雇としτ水漏れ宗医調否費用をお支払とヽ1メをす。

Cキ )保険朝曲が1年赤選えるプ約|■ ついては翠盈年層0と
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保険金をお支払いする場合と保険金の額(限度額)

建物管理賠償責任補償特約

次のいデれる・に該当する事故:こ より、他入の身体に障害を与えたI)、 イ也
'p〕

司オ物を損壊したてrと

I〔 より|ム往 Iの摂害賠償煮在を負つた場合
マメン」ンす(用ユ;分の欠F岳 等;f起閑する島然な奏故
マンション兵′4澤ぢ4t'1甍 賞葉を

'ユ

費」おボごこれ:こイ寸腱すら業務●必行:r起国する終ぶな
事故

ョ 俣善銘懐金の換
(4興●事骸につき、俣瑣証券五載の支指、眼f皇 額が限蔵)

3晏書善償表任の解決:(二つして 、警社の同煮を持て支嵩 1クた]起 、ヽ避当上つ尋解等iと妻こそ賞コ」

(aの敏と謝:号 」にお吏ムい ノヽ業すら,

11個人賠償貧住織含補償特約(包括契約用)

・■常生活における1鴇然な事故また1よ 居佳用戸率のPi有・使手・脅岬ヤ経医する・詞然な事教に
よつては人の身体に博零オ/t兵 たり、れ井、の財物をJRttt′ たこと卜にょり被保険琶本が

'律
|の

編冨暗侵白aを負つた女拘合、損事賠償今、争訟営瑶などを1己 停 tンど:わ り

※に大コ1震黄汗掩合れ償■為 t包ヂi貿約■,分場牟くれの疲陳償者の力をと工しておど1受 iJし
=す

争
居1三角,I奉に居生してi′ る`方
拷佳周戸室に居生しン(いるとの関こF甲者
ロイ`鹿戸室 iこ 芹ニメit′ てぃるダjま上はそ空)nLl偶者と生計を共に9る骨1后の米婚の F

電1主用戸室の所有者 (ヽ 、居住用戸主:『E住とていなと`方っただし、この方
`つ

とヨ営4活与「 起隊す
る賠償事掌に蘭tデごは、lヽ市虜の 1ヽ象となウ碩ヒんt

a操害皓値金の額引拶1の事故に■)本保険&I券ここ乾の支ね隈度争が捜夏υ支払黎度額は
ご契約日

=tr3,000カ
ト1＼ 5,000万堤、1だ司のこコ

ゆ
キlかを設定いただきます命

b損富階償賞lTの解決について、齋■のlⅢよ憲オ得て支出1′ i訴訟、載ギ_二のI]M等に要した黄-1

(3の顔をは却||(二 お支払いに夕ます。I

却Яttl贅事数の解決に関する特約(概要)

.こ
|.I、 :■ :→ , |= |― fIや イ■ 二十

1, il i、
|ユ !―  ,■ |=■ 1と■F‐ `た  `■ '「 く,11毛 ::■ |三 ⅢⅢ1 11卜 ■

|, ■I.!｀ fi::■ |'F 「   | : |(  : . :i子 |ィ 主ⅢⅢ:|′ | 
°
1 1)i f i  l.11‐ li 'オ 41 1t ' II・ |. :

|れ,i il.「 Ⅲl.■ :|:F、 千 kll・ fi ■ ■ |'● |■ ,I●‐ I II r lⅢ  f Fi tll

ii ltiit山 1言

',Ei■
if!ri :i 午i ■ ヽ● lil l■ _「 li'■ Iti■どヽ卜と,!:゛  |

1電気的・権縦的事故補償特約
::'以 外の露気 |も・機刺 r勺事故によt,て 、保険の対象 であるインショノの電気設篤奪に

侵雪が生じた場合

1日の事故に
フ
I'き 、保険の対象である建物の振雪ぬ額からそれぞれ自己負狙額 (3万円)を差し i

:|いた額を傑瑣今酸を装度と ″ヽてお支払υ`そフよ●.

この特約の保険の対象iな、機械読倫・ミ言J)う ち、この苛挙すにF必るマンショI′
/の共荘部分

'こ

付属する機城設備・装置iなりす亨口辞社,=鋒■代眸た七ま★はイ社,fで増会くださt、

保険金をお支払いできない主な場合・損害など

ご契約者、報と早陰者またIすこれらの方の注t/t
理人の故意

舅Ч震、践火煮た1と これらにrkる難浅,こ よる娠言

校保険‐ 第=者との開 企特摯な絢″
'こ

ぶりす「|

聖
=れ

た虫善鮨償貴lr

立設の振J裳 に■,いて、その海設につ荘と当オ|を

和Jを有する為こと九こで負担り
~る

擦善賠償黄任

チ永〒そi〔主排気iこ 抱IF刊 する摂奏出償貴fl

屋程、扉、窓、通風筒等からテ、る雨または雪等ti

よる町拗の換壊子̀
二起歯づる擁害艦1贅 貫イ■

苑設の修里、破と、ウリご上〕し等の_ェ 事,これ医す
る損吾↓侵黄任

症空義、表動学まイと
'ど

施設Ⅲ■)話、中両も七́くは難
物の所有、使用また|=管理に起彊する揮宙転償負E

なμ

r夏れ者、校保険者まえ
'ま

とみらの方の五テF付
理人の鞍意

地蔑、墳子べますi:よこれらtよる津技|え

‐
よる後審

祇屏絵者の嗽務遂行に直接起園コる援吉Fg償貴II

被保険者と同
~古
する哉接,「対する娘善噌4賞 貢仁

由勇卓、原動機付国転卓、競空樹、
'l口

4Bおよび針
継等の所有、校用または管理,ご 起コ

‐
する損雪賠

償甍任

校尿際者が使用または菅IEするれ人の剛物の
根寧＼紛失、盗取

lJ入賠償賞汗総合′苛虞岩均 (包 liFすだコれ昭)を |

おヨゼくみtヽ た,ど くと、自動
'有

に保管物酷償費 |

を本F擦対象外特化もヤントこれまゞ
´.    :

をど

※|こ
/ミ ーンのく■境と抒お支払いてきない

三な場合,長各など>_と 司標ごす。

【その注弯気崎・腱狐的事サ櫛く時約の対象とならないもの】
ノ肖ノト＼iア イヤE=プ (I↓ /ベータのfノ イヤコニプを
除きます。)、 工具類＼刃、活滑池、冷家、4ェ 球

など

賠
償
責
任
に
関
す
る
構
僅

財
産
の
補
儘

自
動
的
に
適
用
さ
れ
る
特
約

鰺先物契約特約

保険妍爾が始まる前t奪契約さ7とすと場合、俣蹟報弱開始の囁ki笹 ド́さオπとヽる大々保壌料茎を通鞠(ィすす (テ也震休隣|)司豪です。)Э

邁代位求償権不行使特約

保険金の支lriに よつて求保険者がせタメェ(賃書笹笑ネ1」 またほ膊H封 等信賀ポj`〔 鼻づ■保噴分女
=象

である解物を占有する万をい ′ヽヽ、壕賞ゴ、・革rtt k奮綸

みます。)に用げ
`有

する権キIを弊社が戦得した場合で丈チ、答社,よその進驀」を行使(ま しんじ主アドにン、常家戸 )故意下デiti菫 大な過j【
t(E`」三つて生じた憤

書子
「

荘t斌険4を更1ムった場合を除事ます
=

:r顕動物特約
孔の出食,こよつて補償ご浄る事載ごら′つても、イ黒険のテ1象である動物が、lヽ 谷されるせ物または ,物鵜 Ff景書を受|十 、援書発+隻 4rっ こョテュ丁Iめ て

'日Iスプatて Лi=した場合にのィメ,保険今をよ1支とし

'る
慧 、です←

醸植物特約
Fの像1瑣 :こよつて革l芭される事故であつても、尻映つli柔である鑑賞用4直物が、撮書発中後での」を含めてデ国_′ 角ti[枯死trFi場 合にJ)み 保険金をこi

支払いJる対約でやら

11瑠 保険料の返還また1よ請求に関する特約(地震保険用)

地震保険讐浮保険約款で庫妙られたP陰ホ司の振漂まそ!す 講求|「関する規症
.を

、すすthの保干4彗導1黒瞼勺秋■準全′′・
‐

:よかるためた虫1み誉i4常的て
す。iヒ震保1筑を tfす 卜とキ!た場合l(茎 勃齢1に適踊亡和́まづご
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こ契約時のこ注意

ついて

E

告錮義務について

と契約を締結しヽただく際に、こ契約者または被保険者:こは、次の①～0までの事I員 (告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があ七)

ます。中込書に記載さイlたこれらの告知事項の内容が事実と違つている場合に1よ、保険契約を解隙させていただくことや保険金をお支払いできないこ

とがあります。

: ①保険の対象の所在地 ②イ果険の対象である建物の構造 用法 ③保険の対象を同一とする他の保険
警申

ま
智

よ共済契約の有無
 |

通知義務等につしヽて

と契約締結後、こ契約者または被保険者には、次の①の事項(通知事項)とこ変更がある場合に、弊社にお中出しヽただく義務(通知義務)があります。中込書
また1よ保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅1婦なくこ通知ください。遅滞なく通知いただ1すなかつた場合lE共 、保険契約を解除させ
ていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、②またl:共⑥の事晩に変更がある場合に、通知いただけなかつたときは、重要なお知ら
せやこ案内ができなしヽことや充分な保険金をお支払いできないことがありよ0´ので、これらの変更につきましても必ず弊社へこ連絡ください。

0保険の対象である辞物の構造・用途の変更 ④転居等によるこ連絡先 こヽ住河i等の変史 0保険の対象である建物の増改築や一部取りこわし 琴

優l入賠償責任総台補償特約(抱播契約用)等のこ契約にあたつてlよ、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や′鶴単社

以外の保険契約を含みます。)が他にある場合1よ 、補償が重複することがあります。

補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いづ゙れか一方の保険契約からlす保険金が支払われな
い場合があります。補l営内容の差異や保険金額をむ確認いただき、特約の要否をこ判断いただいたうえで、ご契約くださしヽ。

事故のこ通知について

事故が発挙した場合は、次の事項を遅滞なく取扱代理店講たは弊社にこ連絡ください。

①事故の状況、被害者の住所、氏名 ①事故発生脚時、事故場所 ③損害賠償の講求を受けた場合はその内容 等

賠償責任に関するオプシヨン(特約)について〔先取特権〕
個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)または建物管理賠償責任補P彙特約の事故によつて被保険者の負担する損害貝き倹爽任が発生した場合、事故にかか

わる損害鵠僚請求権者(被害者)は、保険金を優先的に支払われる権利(先取4守植)を取得します。保険金は、被保険者が賠償今を被害者にお支払い済みであ

る場合等を除き、旅FUとにッて被害者に直接お支払いします金

※個人賠償東缶:総合補償特約(起括契約用)よたは建物奮1早 賠償黄任補償特約1こ 関する事故の場合、損害贈償の請求の全部または一部を承認しよ

うとじるとさは、必 jヽ`弊||に淳絡し承認を得てください。弊社の承認がないまま組害者に対しK損害賠償の請求の争部または一部を承認された場

合には、攪富焙模黄伴がなt′ とヽ認められる級を保険金から差 tノ引かせていただくことがありますので十分と注意ください。

保 険金の請求 に必要な書類について

保険金のこ請求にあたって1よ、事故の不奎類や内容に応じ、次の書類等のう0弊社が求めるものをと提出ください。なお、下記fよ例示であり、事故の種

類‐内容に応じて 卜記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のと連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な宙類等のこ案

内をいたします.

C保険金請求書 ②登記簿、住民票、戸籍謄本管、イ,R険の対象の所有者や被保険苦を確認するための書類 ③保険の対象の盗難による損害の場

合、所轄警察署の証明醤またはこイ1に代わるべき蓋類 ④被吉が生じた夕の価額を確認できる書類(領収証等)、 被害が生じた物の写真等および見積書

等の修理等に要する費用を確認できる書類 ⑤蟻存物の廃棄や痛掃などの取片づけ、事故原因の調査等における額収証や見積書、語求書等の各種費

用を確認できる書類 等

保険金をお支払いする時期について

弊社が保険金のお支払しHこ必要ナJ〔書類の取付を完了した日から、原則として30日以内に保険◆をお支払いしま」。なお、次のような事由が生じた場合は、お客
さまにその理由と内容をこ連絡のうえ、事由ことに定めた日数を隈度にお支払時期を延長させていただくことがありよす。

①待票、検察、消防その他の公の機関による捜杏・調査の結果を得る必要がある場合 ②専Fe機関による鑑定等の価果を得る必要がある場合 等

損害保険金のお支払額が
'回

の事故で保険金額 (保険金額が新価額を超える場合は、新価頷とします。)の 300/。を超えた場合は、こ契約は損害発生

時に終了します。

地震保険において、損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合、地震保険契約は損害発生時に終了します。

※このパンフレットは「マンションドクター火災保向 のこく簡単な説明を記載したものです。保険金の支払条件その他この保険の詳細につきましては、弊社代理店ま
たとよ弊社にと照会ください。また、こ契約時およびご契約後に、特にと注意いただきたい事項を、契約申込書および重要事項説明書に記載しておりますのでご確認
ください。

※弊社
`よ

、お預かりしたお客さまの個人情報を適切lt~取り扱うとともにその安全管理に努めております。重要事項説明書に記載の「お客さま情報の取扱いについて」
を3確認ください。

※保険料をお支払いの際は、弊社所定の保1唆料領収証を発行しますのでお確かめください。と契約後1か月を経過しても保険証券が賦かない場台は、お手数ですが
弊社営業店にご照会ください(集団扱等一部のこ契約方式の場合には、保険概領収証の発行は行いません。)。

※弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・と契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、
弊社代理店とお鮪結いただいて有効に成立したと契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。

こついて

について

保険金の請求および保険金のお支払時期について

こつしれて
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診断依頼書

宛先 :(―社)日本マンション管理士会連合会事務局 行

>FAX:03… 3256-6432
TEL:03-3256-6400
メールア ドレス :infoOnikkanren.o「 g

※土日祝日を扶む場合は、依頼の返信に時間がかかる場合がありますので予めど了承下さい。
※連合会のHP lhttp://wwwlnikkanren.orgノ )か らもご依頼いただけます。

依頼日 平成 年   月   日

管理組合・ 物件情報

暫雪 E銘

住   所

電 話番 号

階   数 階

戸 室 数

建 築年 月

現在珈 入の
保険会社

一Ｔ

物件 概要

|十 日新 文災 口その他 (

)

月

地 階下

年

□ 50戸室未潤

地 上

理事長名古たlよ

管理者名

口 50戸室以上～100戸 室未満 □ 100戸 室以上

診断依頼書記入者

氏   名

T

住   所

電話 番 号 ( )

メー,♭アドレス @

区   分 コ日新火災代理店  □その他 ( )

連絡先 (記入者と異なる場合のみ記載)

氏   名

T

住   所

電 話 番号 ( )

メーlbアドレス @

区   分 目日新火災代理店 爾マンシヨン毯理士 腱マンション管理組合 屋その他 ( )

その他、診断にあたつての留意事項等 (契約しているマンション管理士がいる場合等に記載)

H25



115年
10月 新設

日新火災
テレフォンサービスセンター

サービス24

契
約
内
容
の
変
更
、事
故
が
起
こ
っ
た
時
の
連
絡
先

0こ契約内容の変更の場合

こ契約内容の変更・解約については取扱代理店または日新火災までこ連絡ください。

なお.夜間・体日などでこ連絡がつかないときは、日新火災テレフォンサービスセンターにご連絡ください。

●ご契約内容に変更が生じた場合、遅滞′〔卜く運知いただきませんと、保lゆ 金をお支払いできなかったり、保険契約を解珠させてい花だく場

合がこさいます。変更内容について|よ 必すご連予各くたさいψ

フリーダイヤ,レ 0120‐616n398までお電話を!

【霊付時間 :900～ 20100(平日)、 9iOO～ 17:00〔土日・祝日)'

携帯電話・PHSからもこ`利用いただけます。

0事故が発生した場合

サービス24にて、お客さまからの事故受付およぴ事故相談などを24時間・365日体制で行つています。全国の拠点に駐在

する弊社の専門スタッフが、迅速かつ丁寧に対応しますc

●1事故受付は、サービス24

フリ中ダイヤ,♭ 0120口25‐7474までお電話を1

24日き間・36S日受付 携帯爾話・PHSからもと利用しヽただけます。

イ ンター ネ ット約 τ数 の ご 案 角 ……Ⅲ"…――・,中 … …●●0…・約款はインダーネットを通じてご提供します。

※インターネット環境がなもヽお客さまなどのために、紙約款も用意しています。紙約款を希望される場合は、弊社また

は弊社代理店にお問い合わせください。

Xイン5'一ネット約款、紙約款の別を間わず、保険証券は紙の保険証券をお届けします。

契約雪:〕単社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方 戸室:1世帯の生活単位として士切られた建修の区分 時価顔:争嚢詈が牛じたよ山および綱きにおtナる

`R験の対象の価額をいい、新価額から使用による消経分を差し号lし たヽ金額 数地内:特別の約冠がないかざり、団いの有す壻(を 間わ萩 保険の対象の所在する場所およびこれイE連続

した土地で、同一保険契約者または根保険者によつて占有されているものをいいます金また、公湾、測‖等が介在していても敗地内1よ中断さイ1るごとなく、
「

オR走連続した土地と

みなします。 自己負担議:●契約いただしlた保険・オプション(特約)で 保険金をお支払しヽじる事故が発牛した場合に、1回の事故につき、こ契約!雷 にむ負1日しヽただく金額

観価蹟:F愛奮が生じた地および時にお|デる保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを肖築または占取得するのに要する額 特約:オプションとなる構農内容など

善通保険約款に定めけ,イlた事項オ特房Jと補充 変ヽ更ける事項を定めたもの 機保険看 :イス険契約の補償を受けら及アo方 保険期間:保険のこ契約期間 保醸盗:普透保険細款

および特約により補償される事故が発生した場合に、弊社が保険契約に基づいてお支払t′ 廓 さ金銭 保険金饉:弊社がお支払いする保lltttの「長度観 保際の対象,保険事

散によって損害が発生するllJ能性のある保険契約の対象物 保瞭料:保険契約に基づいて、保験契約者が弊社に払(′W的べき金銭

インダー専ット
拘款 http://www.net‐ yakkan― .con― /

日新来乗商上保険株式会社
代理店・曽熟担当
●安心のトータルライフブランをお手伝い。お気軽にご用綿くたさい。

本磨〆〒101-3329 東京都千代園区神四駿汚台2-3 TEと 03(3292)3000(大 代表〉

お害さま相談窓ロ フリーダイヤル0120-17‐2424ι9100～ 17:00(土日視除く)]

ホームページアドレス httpγれA訥″nisshinlre co,p/
〒231-000G
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第 3号議案 AED導入に関する件

AEDと は、心臓が正常に拍動出来なくなり、心停止状態となった心臓に電気ションクを与え、心臓を正常なリズム

に戻す医療機器です。薬事法改正によつて、医療関係者以外も利用することが可能となり、以後、公共機関や商業

施設などに急速に普及が進んでお ります。

当マンションの近隣では①国際交流センター、②特別養護老人ホームすみよし、③井田老人いこいの家に設置さ

れてお りますが、心停止状態では 1分経過する毎に死亡 リスクが 10%増すと言われる通 り、何よりもスピー ドが求

められます。

万が一、当マンション居住者がJい肺停止のような状態が発生 した場合、上記 3箇所へ AEDを取 りに行くまでに時

間を要 してしまうことから、管理組合として導入することも一案であると考え、今期理事会にて導入について検討

を行いました。

検討の結果、導入することにより、当マンション居住者だけでなく、地域住民の方の救助の一助に繋がることも

想定されることから、マンションとしての付加価値が向上すると考え、導入する方針にて決定いたしました。つき

ましては、以下の内容をご確認のうえ、ご承認下さいますようお願いいたします。

1.AEDの概要について

AED(自 動体外式除細動器)と は、心臓が細かくけいれん し、血液を送れなくなる重い不整脈 「Jい室細動」の患

者に電気ショックを与えて救命する装置です。2004年よリー般の方の利用が認められ、公共機関や商業施設など

に広く設置されるようにな りました。

世間では実際に AEDを一般利用 して一命を取 り留めた方もいらつしゃいます。

利用方法は簡単で全て音声ガイダンスに沿つて対応することで使用できますが、迅速に対応する為にも日頃の

訓練が重要です。

2.契約先及びレンタル料について

契約先の選定については、理事会一任 といたします。

※各社のレンタル料については、別添資料をご参照ください。

3 AED設置位置について (予定)

蘇生の可能性は時間の経過毎に低下していきますので、「誰でも」 「す ぐに」利用できる場所にあることが求

められます。条件等を種々勘案 した結果、エン トランスホール (防排煙窓下付近)へ設置することと致しまし

た。なお、不都合が生 じた場合は理事会の判断で移設することと致 します。
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4.近隣AED設 置場所

当マンション近隣にてAEDが 設置されている箇所は以下のとお りです (川崎市 「ガイ ドマップかわさき」に

より情報取得)。 ライオンズマンション元住吉第5

猛  :B~フ
おここ
・ `

・尋露塩争1工
X

主遭触目名 :AED設置4所

Go‐ gle,,9下 ンティit【う。

③井日老人いこいの家

②特別養護老人ホームすみよし

①国際交流センター
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5.レンタル契約の内容について

レンタル契約には、下記のサービスが付帯されております。

①機器保証

②有効期限のある部品の無償交換

③AED使用時の消耗品無償交換

6.添付資料

①見積り比較表

以  上
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株式会社東急コミュニ労 ―
2010/10/臼

′よ卜 "口商品・同契約形態を比機した線の優位 ,く

襲偽方式

旭化成ノールメディカル

ZOI´ I_AED Pにs

AED本体Xl、 も篠パッド(成八用)X:、

リチウムパッテリ10本 ( 内 、ンフトケー
ス、予備パ/テジ10～ ッ`タ、】悦急キット(G

点入り)

※小児用パッド(3憫 )'■オプション
※一体型のパッドで策猪がスムーズ

※インジケータで枚命:口
千Djのステップを

表示

230,(X10+1'

(ガ 兄ヽlilパ ッオ注入 260,00(lド I)

セントラ
'レ

警備保障

セントラル警備保障担当部署(年 雪W聯0
旭化戯 EヽDヨールセンター (年中無休 )

1年間のみ無償交換

貿3軸クペッド:5有 :

※小児用パッド(オ
‐プシヨン,:2年

′ヽッァリ:2有 i

十1償交換

定刻父換の案内あり

(H泳 入→る場合′工お客様負担)

0～50度 (気温が氷点下になるど寒冷環
境おいては、/↓,リーの出力低下く

y屯

機パッド!栄牽れ
k等により、正しく作動しない

可能性あり。正しV載十R保管場所の検討
が必要。)

H時指定可で1口に限り無績
(2田 日以降は3ガ 14)

可

れな髯交換

308,m円 )

360,000円

(4年期限バガつ使用は、

セン鬱ル欝備保障担当部署(年 中納
‖本光電ヨールセンター(年中無休)

題篠パッド:2年
パッアリ:4年

ALD310o

セントラル警備保障

Aと [う本体Xl、 電揮パッドX2、 レス
キューキットxl、 ノくッち

「
りXl、 キャリング

″くックXl

お客様サービスセンター (年中無休 )

1年間のみ無償交換

布償ノ交換

電胎I′ くッド:24ト

パッチリ:4年

倉期交換の案内あり

(聴入するウ聯合はお客様負担)

有価交換

Sヽ 501(気 l且力`氷点 ドに′rるど塞冷環境おして は、パッブ リーの出力低 ドや亀
権パッド凍結等により、正しく作動しない可能泄あり。正しい設置保管班〕√の検討が

必要。)

可

設股時 1`Iに 限り無償
(2回 自以降27,噛 口])

不 可
可

(イ ンション帝i,町 TttF結 li丈Ⅲl`そ体」)

'こ

時指定可で 1魔|に限り無償
("nl日 以降Iお万円)

資取方式

日本光電工業

AED8100

セ封ム

痢MD本体×I

キューキットXl、

ノくックXl、

,電脚レミッドX2、 レス
パッァリ×:、 キャリング
収扱モX■ )― 確flヽ 1

200,000円

経合対応 (キヤノン対応の場合には
Яオ顧+1∞ pn

日時指定可で1回に限り無償
(平 口針17時、設置・諄習 1■ 1司 日、2日

n以降不可)

不 可

可(有償 )

)〕 仙契杓rl命 Y tttJで 約 ll‖ 〕〕∫攻y

ド31、fill!

キヤノンマ‐ ティングジヤパン※2

へFめ本体 XJ、 電糠パンド(戒人用)Xl、
リチウムバガリ X204ヽ ( 1、 )、 ソフトケー
ス、取扱説明ド、オペレーターガイド、1文

披ヽヽ 】ヽ「
)、 k急セントい li ttt,)

※イヽ児用パンドイ潮 プ カ ン

※一体型のパットで装箔がスムーズ

※イオ タで救命活動のステップを
表′r、

,I()o(ナ 〕|い

,Iイオ割資(ナ十1hFれ∴hと
を

'J'よ

拇失が4+す テ|イ 1動
の交甘r,.)

ノ`ッテリの7用年日に交換作業

trン トラル 1牛1,1′ trT女 1と ,

皓極パッド、電池パッタのうち必要な交換品の届けあり(無償)

0～50度 (気温が氷点下に′するど
`黙

冷環境おいて1よ パッテ リーの■1カ低 ドや電機
パッド凍結等により、正しく作動しない可能性あり。正しい設氏保管場所の検刊が必

雲≧)

日時指定可で1回に限り無償
(2回 日以降t=l万円)

げ(、
′シライン企伸市it】許Ⅲ光十‖ライク■

'ボーH川 サど十一ム
'そ イ〕)

(角雫月額契約料金×残存契約期間月数
約の3か月前まて'文書により予告)

旭化成ノールメデイカル

Z01.I AFつ H tS

セントラル警鶴保障

ス、予備パブ郷 10本パック、救急キット(6

点入り)

※小児魔パッド(3個 )猟オプション

※ 体型のパッドで接藩がスムーズ

※インジケータで救命活動のステップを

へとつ本体 XJ、 鶏悔パット(成人用)Xl
リチウムンラ

'り
io本 (一到 、ツフトケー

表示

(月 初 )

4,500阿 (ブ

'お

向
(小児用パッズ込 4,9∞ 側

なし

5年間

おな鰈サービ
^セ

ンター

(年中無休)

故意または過失なければ無償交換

保管上の過失がある親舘主お客様負担

過失ない場合で、レンタルを継統す楊
合1ま、一日解黙,し織 契約締

:2年
奄極パッド:5年

※4ヽ児用パ切虫オ
‐
ノンヽヨン)

パッテリ:5年

お客様サービスセンター(年甲納
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fl tll

il l失 か /ぶ サれイていカイイⅢ【資(アⅢll,両III=

の交Ⅲ,・ )tij叱 |

僧優パッド:2年
パノアヅ:4年

組合対応 (キヤノン対応の場合は有償 )

‖時指定可で1回にI長り無償
(平 ‖9-17時 、殻虚・講習は同―日、21口J

日以降不可)

不可

耳(有償 )

サ1称1契 4引 1/｀ Y1/2∨ クヽイデ契約

“

I‖ チ〕
′べ

キヤノンマーケァィングジャ′彰 来2

AED本体Xl、 名

“

影 ッヾドX2、 レス
キユ~キントXl、 パガ リX:、 キャジング
パックXl、 相J)り 士―HI仕 悦喘末

6,010円 (月 鶴

過失ない場合で、レンルレを継縦,る場
合は、 ‐且解約し新規契約を締結

電機パッド:2年
パ翔 :4年

セントラル警t幣保障対応

同時指定可で1回に限り無償
(2回 日以降,=lガ 十q)

可(インフJシ 企W申 化耐各■紫府Lライツサ
水―H刊 ■■…′、kイ 1)

月額契約料命 ×残イF辮」`期開月数 (解

約の3か月前まで文谷1載り予告)

セントラル警備保障
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キューキットXl、 ノミン

'り
Xl、 キャツング

ノくックXI

6.0(X)R(']密 D

/だし

i緩】レンタル芳裁
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うおCl1 1('141)

20,O00円 (契約終 r後返◆|

5年制

お客様サービスセンター (年中無体 )

故意または過失なけれ lま無償交換

保管上の過失がある場合はお客様負担

契約の残存期間て代替
機般麓

過失なけれ,r、

電拒ンミッド:2年
ノし

'り
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電極パンド・1電劇ンくック自動発送 (策韓薫)
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電艇パッド、電池パック、レスキューセットのうち必要な交換品の届けあり(無鎮)

5ヽ 5」 ぱ(気 温が氷点下に′,Iる 燦 冷環境おいてIよ パ

"リ
ーの出力低下や電極バンド凍結等1由にり、正しく作動しない可能

性あり。こしい設置保管I録所の検諄Jが必観七)

設置時 I"1に 限り無償
(ワロ日以降27,l10(円 )

WiJi静 !ヤ そ耐ンステノ、,I,H吏 ,半 1

f

不 可

'Iれ

1契 約11企 γ:′ 2ヽ′噴t契約オ
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消
縫
ｎ

い
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|

1使
用期限

※1 インターネット縫歯て・ハEDを用いた樹

"藤十法を'>習できる「,ェア講習 ('(約マンシ釘ン
の居住キ(′)み使用可能)

※2キヤノンー ケティングジャ ラは、企来胆1

駁】Iのみの取り級いと′ょ`りま■、そのあ、レンタ
ル興約についてはキヤノンの提携舛 工

「
オリック

ス・レンテック鶴」と管,曜茸ユ今との契約と
'Fり

まサ、

※2キヤノンマーーケカィングジヤバ瑠よ、企業間
取引のみで

')取
り扱いとわ ま→、そのお、レンタ

ル契約についてlよキヤノカ 握務斜ニイオリンク
ス・レンテンクいJと管鞭 谷との

'楽
約となりま龍

可
(マンション企「西l戦略事業部授付)
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第 4号議案 第 27期 事業計画及び収支予算並びに
第 28期 収支予算成立までの経過措置 に関する件

提案内容は以下のとおりです。ご承認をお願いいたします。なお、第 27期収支決算終了後、第 28期収支予算

成立までの管理業務に要する諸費用の支払いについて、第 27期終了前に理事会にて承認された第 28期事前予算

に示された範囲内において支払いを行うことについて併せてご承認をお願いいたします。

I.事 業 計 画 (事業期間 :平成 28年 9月 1日 ～ 平成 29年 8月 31日 )

1.理事会活動

主な活動予定は以下のとお りです。

(1)理事会

実施時期 内 容

適宜開催 懸案事項の検討

2.組合事業

保守、清掃、工事等の組合事業の計画は、以下のとお りです。

(1)保守
日
清 掃 等 実 施 計 画 (※下表の○印は、該当月が実施予定であることを表 します。)

項   目 頻度

第 27期

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

態

消防用設備 (☆ )

機器点検 1回 /年 ○

機器・総合点検 1回 /年 O

エ レベーター設備
保守点検 1回 /月 O O ○ O ○ ○ ○ ○ O O ○ O

法定検査 1回 /年 O

定期清掃 (☆ ) 床面清掃 2回 /年 ○ ○

日常清掃 (☆ ) 日常清掃 4回 /遇 O O ○ O O O O O ○ O ○ ○

く特記事項 〉 ※表のO印は、該当月が実施予定であることを表します。

※☆印がついている項 目は東急コミュニティーに委託 している業務となります。

(2)工事等実施況計画

①一般会計

②修繕積立金会計

修繕積立金会計から支出する項目はございません。

く 〉平成20年 12月 に実施 してから、数年が経過しており、洗濯機置場や浴室等の排水口から臭気が発生して

いることが想定されるため、管理組合の費用にて高圧洗浄作業を実施いたします。今回の実施では、実

費精算方式とし、洗浄を行つた住戸に関しては 1年間のアフター保証を受けることができます。また、

実施住戸が著しく少なかつた場合でも30戸 X4,000円 軍120,000円 (税別)の最低保証金が発生いたしま

す。

金額 備考実施時期 工事内容

259,200円 雑排水管洗浄費平成 29年 4月 1)雑排水管洗浄
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(3)保険契約状況

①契約内容

a)マ ンション総合保険

【主契約】

保 険 会 社 日新 火 災 海 上保 険株 式 会 社

保 険 期 間 平成 29年 1月 1日 ～ 平 成 34年 1月 1日

保 険 金 額 116, 400千 円

保 険料 280,520円 /5年 (56, 104円 /年 )

保 険 会 社 日新 火 災海 上保 険株 式 会 社

保 険 期 間 平 成 29年 1月 1日 ～ 平 成 34年 1月 1日

保 険 金 額 100,000千 円

保 険料 124,500円 /5年 (24,900円 /年 )

I建物管理賠償責任総合補償特約】

【マンション居住者包括賠償特約】

く特記事項 〉保険料は、 5年分の保険料を一括で支払つてお ります (5年計 587, 580円 )。

工 .第 27期収 支 予 算 徐 計期間 :平成 28年 9月 1日 ～平成 29年 8月 31日 )

保 険 会 社 日新 火 災 海 上保 険株 式 会 社

保 険 期 間 平 成 29年 1月 1日 ～ 平 成 34年 1月 1日

r呆 険 金 額 30,000千 円

保 険料 182, 560円 /5年 (36, 512円 /年 )

会計予算書類 (添付書類 33～ 86頁)を ご参照ください。

以  上
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第27期収支予算書(案 )

【一般会計 】
ライオンズマンション元住吉第5管理組合

会計期間 :2016年 9月 1日 ～ 2017年8月 31日

承認襴

(単位 :円 )

科 目 第27期予算 第26期決算 予算―決算 主な増減理由

収 入 合 計 6_652^9RR 6_728_428 -75_440

管理費

駐車場使用料

専用庭使用料
ルーフハ>コニー使用オ斗

ネット設備電気料

自動販売機収入

アンラサ基地局賃料

乃ケナ基地局電気料

雑収入

受取利息

支 出 合 計

5,260,800

240,000

34,920

7,560

97,100

120,000

518,400

365,208

9,000

0

6.064.428

5,260,800

310,000

34,920

7,660

97,157

120,000

518,400

365,208

13,490

893

4.749,703

0

70,000

0

0

-57

0

0

0

-4,490

-893

1.314.725

管理委託費

電気料

水道料

損害保険料

昇降機設備保守費

射室JF水管洗浄費

小修繕費

組合運営費

AEDレンタル料

卜‐ムヘ
°―プ利用料

口座振替手数料

雑費

2,799,360

1,050,000

15,000

117,516

432,000

259,200

1,000,000

100,000

45,792

106,920

38,640

100,000

2,783,160

1,037,180

19,735

124,692

432,000

0

141,642

51,348

0

106,920

38,626

14,400

16,200

12,820

-4,735

-7,176

0

259,200

858,358

48,652

45,792

0

14

85,600

当期剰余金 氏RR_ら Fin 1 97R_7夕島 -1 390_16二

前期繰越金 11.369.080 (3R9r】 Rss 1 97R725

剰 余 金 計 11.957.640 11 369.080 588.560
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ライオンズマンション元住吉第5管理組合

第27期月別収支予算 (案 )

【一般会計】

会計期間 12016年9月 1日 ～ 2017年8月 31日

］
ヽ

ゑ 盟縞

予算―決算

-73440

0

-70,000

-5

0

0

7

0

0

0
-4,490

-893

l R14 7,R

16,200

12,820

-4,735

-7,176

0

259,200

858,358

48,652

45,792

0

14

85,600

-l R90 1と 岳ヽ

1978726
RRR RS0

第26期決算

672R^4'8

5,260,800

310,000

34,920

7,560

97,157

120,000

518,400

365,208

13,490

893

47497(Ⅲ l

2,783,160

1,037,180

19,735

124,692

432,000

0

141,642

51,348

0

106,920

38,626

14,400

1てJ7R7)島

9_390_855

1l Rと (ヽ】

`】

R命

第27期予算

`ヽ

_`ヽ馬ク_9`!R

5,260,800

240,000

34,920

7,560

97,100

120,000

518,400

365,208

9,000

0

6064428
2,799,360

1,050,000

15,000

117,516

432,000

259,200

1,000,000

100,000

45,792

106,920

38,640

100,000

=iRR SFia

11_369^080

11 0ヽ 7と 4ヽ0

項 目

収 入 の 部 計

管理費

駐車場使用料

専用庭使用料
ルーフアヽ`アレコユー使用料

ネット設備電気料

自動販売機収入

アンテナ基地局賃料

アンテナ基地局電気料

雑収入

受取利息

:更 出 の 部 計

管理委託費

電気料

水道料

損害保険料

昇降機設備保守費

雑排水管洗浄費

小修繕費

組合運営費
AEDレンタル料
ホームで―プ利用料
口座振替手数料

雑費

当期 乗Il余 金

前 期 繰 越 金

乗l奈 浴 計

l Ra6 0fi4

233,280

87,500

2,500

0

36,000

259,200

1,000,000

100,000

5,724

8,640

3,220

100,000

-1286490

2017年8月

549574

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

43,200

30,434

4,000

0

268810

2017年7月

438,400

20,000

2,910

630

87,100

10,000

43,200

30,434

0

0

R74=rで 4ヽ

233,280

87,500

0

0

36,000

0

0

0

5,724

8,640

3,220

0

632.674

168_710

2017年 6月

545574

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

43,200

30,434

0

0

R76R`ヽ 4

233,280

87,500

2,500

0

36,000

0

0

0

5,724

8,640

3,220

0

171.210

2017年 5月

ら4ら .S74

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

43,200

30,434

0

0

R74 aFi4

233,280

87,500

0

0

36,000

0

0

0

5,724

8,640

3,220

0

168710

2017年4月

S45る 74

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

43,200

30,434

0

0

全7A Rfi4

233,280

87,500

2,500

0

36,000

0

0

0

5,724

8,640

3,220

0

R74 41Fi4

233,280

87,500

0

0

36,000

0

0

0

5,724

8,640

3,220

0

188710

2017年 3月

らヽR074

438,400

20,000

2,910

630

10,000

10,000

43,200

30,434

2,500

0

イ171ヽ AA4

238,280

87,500

2,500

0

36,000

0

0

0

5,724

8,640

3,220

0

こ68、 710

2017年2月

545574

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

43,200

30,434

0

0

171_210

374.364

233,280

87,500

0

0

36,000

0

0

0

5,724

8,640

3,220

0

2017年二月

馬4S S74

438,400

20,000

2,910

030

0

10,000

43,200

30,434

0

0

岳6018

2016年 12月

R4ら 574

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

43,200

30,434

0

0

488_656

233,280

87,500

2,500

117,516

30,000

0

0

0

0

8,640

3,220

0

lSA、640

233,280

87,500

0

0

36,000

0

0

0

0

8,640

8,220

0

17て 卜ヽ934

2016年■月

昂4氏 馬74

438,400

20,000

2,910

680

0

10,000

43,200

30,434

0

0

17Rて,94

2016年 10月

548074

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

48,200

30,434

2,500

0

イ174舟 R0

233,280

87,500

2,500

0

l

3

l

Rと Rヽ`i40

233,280

87,500

0

0

36,000

0

0

0

0

8,640

3,220

0

17(,9R4

2016年9月

545574

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

48,200

30,434

0

0



第27期収支予算書(案 )

【修繕積立金会計 I

ライオンズマンション元住吉第5管理組合

会計期間 :2016年 9月 1日 ～ 2017年 8月 31日

承認欄

(単位 :円 )

科 目 第27期予算 第26期決算 予算―決算 主な増減理由

収 入 合 計 2_219_280 2.223.129 -3ヽ 1149

修繕積立金

受取利息

支 出 合 計

2,219,280

0

0

2,219,280

3,349

25_596_000

0
-3,849

-25.596.000

大規模修繕工事費 0 25,596,000 …25,596,000

当期剰余金 ケ)_219ヽ 280 -23.372.871 25.592.151

前期繰越金 15.175.225 3R_548.096 -23.872.871

剰 余 金 計 17.394.505 1氏 _17岳 ^225 2_219.280
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ライオンズマンション元住吉第5管理組合

第27期月別収支予算 (案 )

【修繕積立金会計】

会計期間 :2016年 9月 1日 ～ 2017年 8月 31日

ω
０

予算一決算

-1息49

0
-3,349

-25596.000

-25,596,000

25592151
-23.872871

クク19,F!a

第26期決算

2.223.129

2,219,280

3,849

25.596.000

25,596,000

-23372、 871
イをR'i4RO(lA

15_17え _クタi

第27期予算

クク19ク Rn

2,219,280

0

●

0

2.219.280

1馬 17二 9ク 馬

17_394ヽ i05

項 目

収 入 の 部 計

修僑積立金

受取和臆、

更 出 の 部 計

大規模修繕工事費

当期 剰 余 金

前 翔 繰 越 金

剰 余 金 計

景観 桐

2017年3月

184、 940

184,940

0

n

0

IR4 04r,

2017年 7月

lR4 04n

184,940

0

0

0

IR4 94n

2017年6月

1't4940

184,940

0

0

0

lR4_940

2017年 5月

lR4_940

184,940

0

0

0

184_940

2017年4月

184940

184,940

0

0

0

1,モ494n

2017年 3月

184.940

184,940

0

n

0

lA4(〕 4r)

2017年2月

lR4 94r)

184,940

0

0

0

lR4でJ40

2017年 1月

lR4 94r)

184,940

0

0

0

lR4_940

2016年 12月

lR4 94`Ⅲ

184,940

0

0

0

184940

2016年 11月

lR4 940

184,940

0

0

0

184940

2016年 10月

lR4 940

184,940

0

0

0

lR4(】 411

2016年9月

lR4 940

184,940

0

0

0

lR4 040
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第 5号議案 管理組合役員改選に関する件

当マンション管理規約第 34条に定める役員を同規約の規定に基づき、以下の方を選任いたしますので、ご承認を

お願いいたします。なお、役員の役職については、総会終了後、互選にて決定いたします。

第 27期理事会役員 (敬称略)

氏  名

竹内 郁介

中込小枝子

石母田 豊

平,11洋

以  上
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